意見書第２１号

安心して暮らせる年金制度の確立を求める意見書
　
　日本の６５歳以上の人口は、２８００万人を超え、総人口の２０数％に達している。ところが、無年金者が１００万人を超えると推定され、国民年金のみの平均受給月額は４万８千円である。高すぎる国民年金保険料が払えない国民が５割を超え、厚生年金未加入事業所も多数にのぼっている。

　高齢化社会を迎え、無年金、低年金を無くし、公的年金制度の充実は、国民の切実な願いである。

　こういった中、「宙に浮いた年金」や「消えた年金」の問題の解決を急ぎ、社会保険庁を解体・民営化せず、政府の責任で年金記録の完全解決を図ることとあわせて、国民が公的年金の保険料が払える雇用環境も含め、将来にわたって持続可能な年金制度を維持し、向上、確立させることは国の大きな責任である。

　すでに、政令指定市長会、全国市長会も「最低保障年金制度」を含む要望を政府に提出している。年金財源に消費税を充てるのではなく、応能負担・累進課税による全額国庫負担の最低保障年金制度を作り上げることがもとめられている。政府・厚生労働省は検討に入るとしているが、現受給者の無年金、低年金の解決を含めて検討を急ぐことが必要である。

　以上の趣旨から、以下の項目について、早急に実施されるよう強く要望する。

記

１．国の責任で「宙に浮いた年金」問題を早急に解決すること。

２．全額国庫負担による「最低保障年金制度」を創設し、今の無年金者や低年金者もなくすための検討を急ぐこと。

３．受給資格年限を１０年に短縮し、安心して暮らせる年金制度を確立すること。

４．社会保険庁の解体はやめ、民営化は凍結すること。

以上､地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
平成２１年１２月１５日

　　　　　　　　　　　　　　　愛知県武豊町議会　議長　小　山　茂　三
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